
 

 

  

市道蒲生守恒１号線の歩道整備について 

 

１ 路線の概要 

 市道蒲生守恒１号線は、小倉競馬場の南側に位置し、小倉南区北方四丁目～蒲生三丁

目を結ぶ延長９８４ｍの道路である。 

歩道整備の対象となる区間は、そのうち延長４００ｍで、片側１車線ずつの車道と、

両側に幅２．５ｍの歩道を備え、歩道には、幅１ｍの植樹桝に街路樹（アメリカフウ）

を植樹している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 7 年 6 月 12 日 

建設建築委員会資料 

都市整備局道路計画課 

都市整備局公園管理課 

全景(整備前) 

市道蒲生守恒１号線

延長：９８４ｍ

幅員：１２ｍ

   車道：片側１車線 歩道：両側

起点：小倉南区北方四丁目

終点：小倉南区蒲生三丁目

対象区間 

１ 

 
 

 
 

 
 



 

 

２ 歩道の現状 

令和４年度に、地域住民から「街路樹の根上がりにより、歩道が歩きにくい」との声

が複数寄せられた。 

現地を確認したところ、歩道幅は、植樹桝を除いた有効幅が１．５ｍで、街路樹（ア

メリカフウ）が大きく成長したことにより、歩道に根上がりによるクラックや段差が生

じ、歩行者や車いすなどの通行に支障が生じていた。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【根上がり】 

街路樹が成長するにつれて根が太くなり、 

歩道の舗装や縁石が壊れたり、持ち上げら 

れたりする状況 
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３ 歩道整備について 

 これらの歩道の状況を踏まえると、部分的な補修では根本的な解決に至らず、今後も

街路樹の成長に伴い、街路樹の根上がりにより、さらに歩行者や車いすなどの通行に支

障をきたすことが懸念される。 

街路樹は、自然に触れ合う機会の少なくなった市民の皆様に、季節の移り変わりを知

らせてくれ、また、夏の暑い陽ざしや車から出された排気ガス・騒音を和らげる役割を

担っているが、安全で快適な歩行空間の確保には、街路樹の撤去と、幅 2.0ｍ以上のバ

リアフリー化された歩道の整備が必要であることから、地域の方々と協議を行った。 

令和４年１０月には、地元自治会より「快適な利用のために街路樹を撤去し、安全な

歩道整備を行ってほしい」という要望書が提出されたことも受け、令和５年度より歩道

整備に着手した。 

 令和５年度に南側の街路樹３６本の撤去を行い、その後、令和６年度にかけて南側の

４００ｍの歩道整備を完了した。 

 今年度は、北側の２００ｍの歩道整備を進める予定とし、まずは街路樹２６本を撤去

することとしている。 

なお、この樹木撤去は、令和７年４月２３日に契約を結び、６月１６日より作業を開

始する予定である。 

その後、秋ごろに歩道整備に着手する予定である。 

 残りの街路樹２０本の撤去、および歩道整備については、令和８年度の実施を予定し

ており、この区間の歩道整備の完了は令和８年度末を見込んでいる。 

   

（工事の概要） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （昨年度までに整備を完了した南側歩道） 

 

 

 

 

 

          【整備前】                            【整備後】 

R5 年度事業個所 

R7 年度事業個所 R8 年度事業個所 

歩道整備区間 L＝４００ｍ 

R６年度事業個所 

３ 



道路の緑化について 

 

４ 北九州市緑の基本計画 

都市緑地法に基づき、緑地の保全や緑化の推進に関して、その将来像、目 

標を定め、緑に関するマスタープランとして「北九州市緑の基本計画（平成 

４年５月策定）」を令和４年１月に改定した。 

〈計画の概要〉 

  みどりに関する現状と課題を踏まえ、みどりのまちづくりを計画的に推 

 進するため、７つの基本目標と１３の施策方針を定めている。 

〈計画期間〉 

令和４年度から令和１２年度まで（９年間） 

〈策定の経緯〉 

・令和元年６月   緑に関する市民アンケートの実施 

・令和２年２月 

～令和３年１２月 検討会開催（全５回） 

・令和３年１０月  パブリックコメント募集 

・令和４年 ３月  議会報告 

 

５ これまでの道路の緑化 

道路の緑化については、北九州市緑の基本計画に基づき、緑化路線として 

種類の道を定めてみどりのまちづくりの形成を進めてきた。 
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６ 今後の道路緑化の考え方 

北九州市緑の基本計画に掲げる「４種類の道」においては、植栽する場所 

の生育空間などを十分に考慮し、植栽の手法や樹種を選択するとともに、適 

切な剪定や維持管理などを行う。 

   また、生活に身近な道路では、車両の見通しや安全で快適な歩行空間の確 

保などに留意し、適切な維持管理を行い、路線ごとに選択と集中を図る。 

   今後も、北九州市緑の基本計画に基づき、持続可能なみどりのまちづくり 

を進めていく。 
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